
 

○松本市製造業等人材育成事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市における製造業等の振興及び発展を図るため、中小製造業者等が

行う経営力の強化又は技術力の向上を目的とした人材育成事業に要する経費に対し、予算

の範囲内で補助金を交付することについて、松本市補助金交付規則（昭和３７年規則第１

６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、中小製造業者等とは、市内に主たる事務所又は事業所を有し、

製造業又はソフトウェア業に属する事業を主に行う者で、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

（１） 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者（以

下「中小企業者」という。） 

（２） 構成員の３分の１以上を中小企業者で組織する団体 

（３） 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条に規定す

る事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、中小製造業者等で次に掲げる要件を満た

すものとする。 

（１） 市税を滞納していないこと。 

（２） 当該年度中に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、市

長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる人材育成事業（個人の能力向上を主たる目的とするもの

は、除く。以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げる事業とする。 

（１） 別表に掲げる団体が実施する研修に参加する場合で、経営力の強化又は技術力の

向上に資するものと市長が認めたもの 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費、補助率及び補助金額は、次のとおりとする。 

補助対象経費 補助率・補助限度額 



 

前条に規定する補助対象事業の受講に

係る経費 

受講料の２分の１以内とし、受講者１人につき２

５，０００円を限度とする。ただし、補助金の合計

額は、１事業所当たり１００，０００円を限度とす

る。 

２ 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体の他の制度により研修に係る受講料の補助金

（以下この項において「他の補助金」という。）を受ける場合は、他の補助金の額を前項

の補助対象経費から控除するものとする。 

（補助金交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、松本市製造業等

人材育成事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請す

るものとする。 

（１） 研修の受講申込及び受講料を確認できる書類の写し 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として

控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付の申請をしなければならない。ただ

し、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでな

い。 

（事業の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）は、前条の申請の内容に

変更が生じたときは、遅滞なく松本市製造業等人材育成事業変更・中止承認申請書（様式

第２号）を市長に提出し、承認を受けるものとする。 

（実績報告書） 

第８条 決定者は、研修の終了後１か月以内に松本市製造業等人材育成事業実績報告書（様

式第３号）に受講内容及び受講料の支払いを確認できる書類の写しその他必要な書類を添

付して市長に提出するものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 



 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日告示第１４５号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年７月２３日告示第３０８号） 

この告示は、平成２６年７月２３日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第１２９号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第１４０号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第８４号） 

この告示は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、この告示によ

る改正後の松本市製造業等人材育成事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る

ものから適用する。 

附 則（令和５年３月３０日告示第１１０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市製造業等人材育成事業補助金交付要綱の規定による様

式は、当分の間、この告示による改正後の松本市製造業等人材育成事業補助金交付要綱の

規定による様式とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の松本市製造業等人材育成事業補助金交付要綱（以下「新要

綱」という。）の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申

請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例によ

る。 

３ この告示による改正前の松本市製造業等人材育成事業補助金交付要綱の規定によ

る様式は、当分の間、新要綱の規定による様式とみなす。 



 

 

別表（第４条関係） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部・中小企業大学校三条校又は東京校 

公益財団法人長野県産業振興機構 

長野県工業技術総合センター 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

長野県が設置した技術専門校並びに長野県に立地する学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校 

松本商工会議所 

一般財団法人松本ものづくり産業支援センター 

 


